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規 則

金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 2年 3月31日

金沢市長 山 野 之

⑨金沢市規則第37号

金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の一部を改正する規則

金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則(平成 5年規則第2号)の一部を次のように改正する。

第11条第2項を次のように改める。

義

2 廃棄物カードには、 10，000円を単位として入金(条例第33条第 l項に規定する埋立場に搬入する一般廃棄物文は

産業廃棄物の処分に係る手数料をあらかじめ納付し、その額を電磁的方式により廃棄物カードに記録することをい

う。)をするものとする。

第11条第4項中「を発行金額とする」を「が記録された」に改める。

様式第 3号を次のように改める。

様式第3号(第11条関係)

発行年月日

No. 

廃 棄

(表)

物 カ ド
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(裏)

(この欄には、廃棄物カードの取扱いについての注意事項を記載すること。)

附則

1 この規則は、令和 2年10月5日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第11条の規定による廃棄物カード(以下「新カード」という。)の発行及び入金は、この規則の施行の

日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の同条の規定の例により行うことができる。この場合におい

て、当該入金について交付する現金領収証書の様式は、金沢市財務規則(昭和39年規則第 3号)第57条第 1項の規

定にかかわらず、同規則様式第32号とする。

3 当分の問、施行日前に改正前の第11条の規定により発行された廃棄物カード(残りの金額があるものに限る。)

は、改正後の同条の規定にかかわらず、当該残りの金額に相当する額を記録した新カードと引き換えることができ

る。

金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 2年 3月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第38号

金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和60年規則第38号)の一部を次のように改正する。

第 2条第4項を次のように改める。

4 条例第3条第2項第6号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第 l項の申請者が法人である場合には、その法人の定款及び登記事項証明書

(2) 条例第 9条の 2に規定する研修の受講に関する書類として市長が定めるもの

第 3条中「環境局環境指導課」を「環境局環境政策課」に改める。

第 9条の次に次の 1条を加える。

(浄化槽管理土に対する研修)

第 9条の 2 条例第9条の 2の規定により浄化槽保守点検業者がその営業所に置く浄化槽管理土に対して受けさせる

研修は、市長が別に指定する研修とする。

2 前項の研修は、条例第2条第2項の有効期間ごとに 1回以上受けさせるものとする。ただし、当該有効期間内に

研修を受けさせることが困難であると市長が認める場合は、この限りでない。

附則

この規則は、令和 2年4月1日から施行する。

金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関

する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 2年 3月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第39号

金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化

に関する条例施行規則の一部を改正する規則

2 
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(金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則の一部改正)

第 1条 金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則(平成12年規則第95号)の一部を次

のように改正する。

第4条の次に次の l条を加える。

(まちづくり協定準備地区の公表)

第4条の 2 条例第10条第4項の規定による申出は、まちづくり協定準備地区公表申出書(様式第 1号)により行

うものとする。

2 条例第10条第5項の規定による公表の期間は、公表の日から条例第11条第 1項の規定により市長とまちづくり

に関する協定(以下「まちづくり協定」という。)を締結する日までの間(その期間が 1年を超える場合は、公

表の日から 1年を経過する日までの間)とする。

第5条中「条例第11条第 1項の規定により市長とまちづくりに関する協定(以下「まちづくり協定」という。)J 

を「まちづくり協定」に、「様式第 1号」を「様式第 1号の 2J に改める。

第12条第 2項第4号イ及びウ中「、第4号又は第 5号」を「から第6号まで」に改める。

様式第 1号中「あて先」を「宛先Jに改め、同様式を様式第 1号の 2とし、同様式の前に次の 1様式を加える。

様式第 1号(第4条の 2関係)

(宛先)金沢市長

まちづくり協定準備地区公表申出書

地区代表者 地区名

住所

氏名

年月日

@ 

金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例第10条第4項の規定により、まちづくり協定準

備地区として公表を希望するので申し出ます。

まちづ くり 計画 の名 称

まちづくり計画の対象となる区域

策定中 まちづ くり 計画 の対 象
ヘクタール

と な る 区 域 の 面 積
の

つちま ま ち つ く り の 目 標

画計くり ま ち つ く り の 方 針

の

内打t‘rで，

その他 住 み 良 い ま ち づ く り を

推進 する ため に必 要な 事項

まちづく り 協 定 の 締 結 希 望 時 期

住民等 の 合 意 形 成 の 状 況

3 
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旅館・ホテル又は簡易宿所」

(金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部改正)

ペット霊園の新設等

住宅宿泊事業施設
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建

等
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物

等

新
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場
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層

、

ト

宿

積

高

舎

ツ

宅

面

中

畜

ぺ

住
を に改める。

「面積が3，OOOrrl以上の土地

中高層の建築物の建築

様式第6号中 畜舎、葬儀場等

第2条 金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則(平成12年規則第97号)の一部を次のように改正す

る。

第2条の次に次の 1条を加える。

(土地利用協定準備地区の公表)

第2条の 2 条例第3条第4項の規定による申出は、土地利用協定準備地区公表申出書(様式第 1号)により行う

ものとする。

2 条例第3条第5項の規定による公表の期間は、公表の日から条例第4条第 1項の規定により市長と土地利用に

関する協定(以下「土地利用協定」という。)を締結する日までの間(その期間が 1年を超える場合は、公表の

日から l年を経過する日までの間)とする。

第 3条中「条例第4条第 1項の規定により市長と土地利用に関する協定(以下 「土地利用協定」という。)J を

「土地利用協定」に、「様式第 1号」を 「様式第 1号の 2J に改める。

第10条第2項第4号イ及びウ中「、第4号又は第 5号」を「から第6号まで」に改める。

様式第 1号中「あて先」を「宛先」に改め、同様式を様式第 1号の 2とし、同様式の前に次の 1様式を加える。

4 
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様式第 1号(第2条の 2関係)

(宛先)金沢市長

金沢市 公報

土地利用協定準備地区公表申出書

地区代表者地区名

住所

氏名

年月日

@ 

金沢市における土地利用の適正化に関する条例第3条第4項の規定により、土地利用協定準備地区として公表

を希望するので申し出ます。

土地利用基準の名称

土地利用基準の対象となる区域

策定中
土地利用基準の対象

と な る 区 域 の 面 積
の

土 地 利 用 の 目 標

土 地 利 用 の 方 針

その 他 土 地 利 用 の 適 正 化

を図るために必要な事項

土地利用協定の締結希望時期

住民等 の 合 意 形 成 の 状 況

「面積が1， 500rrl以上の土地

中高層の建築物の建築

様式第6号中 畜舎、葬儀場等

附則

ペット霊園の新設等

住宅宿泊事業施設

「面積が1，500凶以上の土地

中高層の建築物の建築

畜舎、葬儀場等

ペット霊園の新設等

住宅宿泊事業施設

旅館・ホテル又は簡易宿所」

ヘクタール

に改める。

この規則は、令和 2年4月1日から施行する。ただし、第 l条中金沢市における市民参画によるまちづくりの推進

に関する条例施行規則第12条第 2項第4号及び様式第6号の改正規定並びに第2条中金沢市における土地利用の適正

化に関する条例施行規則第10条第2項第4号及び様式第6号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

金沢市における社会環境に悪影響を及ぼすホテル等の建築の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

令和 2年3月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第40号

-5-
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金沢市における社会環境に悪影響を及ぼすホテル等の建築の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市における社会環境に悪影響を及ぼすホテル等の建築の規制に関する条例施行規則(平成19年規則第7号)の

一部を次のように改正する。

第3条第 l項中 13分の 1Jを 12分の 1Jに改め、同条第3項中「第2条第 l項第10号ただし書」を「第2条第

l項第10号」に、「施設は、次に掲げるもの」を「割合は、 3分の 2J に改め、同項各号を削り、同条中第4項を削

り、第5項を第4項とする。

別表第 1中 1100人」を 150人」に、「客室の収容人員に 1平方メートルを乗じて得た面積(その面積が40平方メー

トル以下である場合は、 40平方メートル)Jを 140平方メートル」に、 1101人」を 151人」に、 1101平方メートル」

を 150平方メートル」に改める。

別表第 2玄関の項第 1号中「入口の幅がおおむね1.8メートル未満であり、」を「入口が」に改め、同項第2号ただ

し書を削り、同項第3号中「遮へい物」を「遮蔽物」に改め、同表帳場の項第 1号中「玄関から」を「宿泊客等を」

に、「できるような客等が通過する」を「できる」に改め、同項第 2号中「客等」を「宿泊客等」に、「遮へい物」を

「遮蔽物」に改め、同表駐車場の項第 1号中「遮へい物」を「遮蔽物」に改め、同表ロビー等の項第 1号ただし書を

削り、同表形態、意匠又は附属する広告物の項第2号中 10.6メートル」を 11.2メートル」に改める。

附則

l この規則は、令和 2年4月 1日から施行する。

2 改正後の金沢市における社会環境に悪影響を及ぼすホテル等の建築の規制に関する条例施行規則の規定は、令和

2年4月 1日以後にホテル等の確認の申請がなされるホテル等の建築について適用し、同日前にホテル等の確認の

申請がなされたホテル等の建築については、なお従前の例による。

金沢市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 2年3月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第41号

金沢市公園条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市公園条例施行規則(昭和39年規則第24号)の一部を次のように改正する。

第7条第 1項中 「金沢市民野球場等指定管理者指定申出書」を「金沢市公園等指定管理者指定申出書」に改め、同

条第2項第 1号中「第3条の 3J を「第14条」に、「金沢市民野球場等」を「指定管理公園等」に改める。

様式第20号中「金沢市民野球場等指定管理者指定申出書」を「金沢市公園等指定管理者指定申出書」に、「あて先」

を「宛先」に、「施設」を「指定管理公園等」に改める。

附則

この規則は、令和 3年4月 1日から施行する。

金沢市における緑のまちづくりの推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 2年3月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第42号

金沢市における緑のまちづくりの推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市における緑のまちづくりの推進に関する条例施行規則(平成13年規則第6号)の一部を次のように改正する。

第 l条の次に次の l条を加える。

(開発行為に係る計画の届出)

第 1条の 2 条例第10条第 1項後段の規定による届出は、開発区域内緑化計画届出書(様式第 1号)に、別表第 1に

掲げる図面等を添付して行うものとする。

第2条中「様式第 l号」を「様式第 l号の 2Jに改める。

第3条中「別表」を「別表第 2Jに改める。

別表を別表第2とし、附則の次に次の 1表を加える。

6 
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別表第 1 (第 1条の 2関係)

図面等の種類 明示すべき事項

位置図 方位、開発区域の形状及び開発区域の周辺の公園の位置を記載した付近見取図

現況図 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第16条第4項の表に規定する

現況図に明示すべき事項

土地利用計画図 都市計画法施行規則第16条第4項の表に規定する土地利用計画図に明示すべき

事項

造成計画平面図 都市計画法施行規則第16条第4項の表に規定する造成計画平面図に明示すべき

事項

様式第 1号を様式第 1号の 2とし、別表第2の次に次の 1様式を加える。

様式第 1号(第 1条の 2関係)

開発区域内緑化計画届出書

年月日

(宛先)金沢市長

届出者住所

氏名

[届田崎町場合は ]

押印を省略できます。

金沢市における緑のまちづくりの推進に関する条例第10条第 1項の規定により、次のとおり届け出ます。

開発区域に含まれる地域の名称

開

発 開 発 区 域 の 面 積

行

為 予定建 築 物 等 の 用 途

の

概 工 事着手予定年月 日
要

工 事完了予定年月 日

縁 化 の 目 標

緑 化 の 内 廿rA・

@ 

備考 届出者の住所及び氏名の欄には、法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入し

てください。

附則

この規則は、令和 2年 7月 1日から施行する。

金沢市営住宅条例施行規則及び金沢市特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 2年 3月31日

金沢市長 山 野 之 義

-7-
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⑨金沢市規則第43号

金沢市営住宅条例施行規則及び金沢市特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部を改正する規則

(金沢市営住宅条例施行規則の一部改正)

第 l条 金沢市営住宅条例施行規則(平成9年規則第74号)の一部を次のように改正する。

第15条の次に次の 1条を加える。

(軽微な修繕費用の負担)

第15条の 2 条例第22条第 1項に規定する市長が定める費用は、畳の修繕、障子又はふすまの紙の張り替えその他

の軽微な修繕に要する費用(以下「軽微な修繕費用」という。)とする。ただし、市長が必要があると認めると

きは、軽微な修繕費用の全部又は一部を本市の負担とすることができる。

様式第4号(表)中

入居の決定を受けた市営住宅の使用については、金沢市営住宅条例、金沢市営住宅条例施行規則及び裏

面記載の事項を道守するとともに、市の指示に従います。 Jを

入居の決定を受けた市営住宅の使用については、金沢市営住宅条例、金沢市営住宅条例施行規則及び裏

面記載の事項を遵守するとともに、市の指示に従います。

また、住宅を明け渡す際には原状回復をするとともに畳の修繕、障子又はふすまの紙の張り替えをしま に

すが、家財その他の物件を残置した場合は、当該物件を市で処分するものとし、その費用は私が負担する

ことに同意します。

改め、同様式(裏)中

フ リ ガナ
電話番号

氏 名 ⑪ 連

帯 住 所

保

証 入居者との続柄

人
務 先

電話番号
勤

フ リ ガナ
電話番号

氏 名 ⑪ 連

を

帯 住 所

保

吉正 入居者との続柄

人
勤 務 先

電話番号
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フ ') ガナ

氏 名 ⑪ 
電話番号

連
住 所

帯

保 入居者との続柄

百正

人
勤 務 先

電話番号

極 度 額 入居時の家賃の12か月分に相当する金額

フ ') ガナ

氏 名 ⑮ 
電話番号

連
{うE 所

帯

イ呆 入居者との続柄

吉正

人
勤 務 先

電話番号

極 度 額 入居時の家賃の12か月分に相当する金額

改める。

(金沢市特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部改正)

第2条 金沢市特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成14年規則第64号)の一部を次のように改正する。

第18条の次に次の 1条を加える。

(軽微な修繕費用の負担)

第18条の 2 条例第24条第 1項に規定する市長が定める費用は、畳の修繕、障子又はふすまの紙の張り替えその他

の軽微な修繕に要する費用(以下「軽微な修繕費用」という。)とする。ただし、市長が必要があると認めると

きは、軽微な修繕費用の全部又は一部を本市の負担とすることができる。

様式第3号中

入居の決定を受けた特定公共賃貸住宅の使用については、金沢市特定公共賃貸住宅条例、金沢市特定公

共賃貸住宅条例施行規則及び下記の事項を遵守するとともに、市の指示に従います。 J

入居の決定を受けた特定公共賃貸住宅の使用については、金沢市特定公共賃貸住宅条例、金沢市特定公

共賃貸住宅条例施行規則及び下記の事項を遵守するとともに、市の指示に従います。

また、住宅を明け渡す際には原状回復をするとともに畳の修繕、障子又はふすまの紙の張り替えをします に、

が、家財その他の物件を残置した場合は、当該物件を市で処分するものとし、その費用は私が負担するこ

とに同意します。

「あて先」を「宛先」に、

連帯保証人住所

氏名

勤務先

入居者との続柄

住所

氏名

勤務先

入居者との続柄

@ 

を

@ 
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連帯保証人住所

氏名

勤務先

入居者との続柄

極度額 入居時の家賃の12か月分に相当する金額

@ 

に改める。

住所

氏名

勤務先

入居者との続柄

極度額 入居時の家賃の12か月分に相当する金額

@ 

附則

この規則は、令和 2年4月1日から施行する。

金沢市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 2年 3月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第44号

金沢市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市消防団員等公務災害補償条例施行規則(平成8年規則第77号)の一部を次のように改正する。

第6条の表常時介護を要する状態の項中 1165，150円」を 1166，950円」に、 170，790円」を 172，990円」に改め、

同表随時介護を要する状態の項中 182，580円」を r83，480円」に、 r35，400円」を r36，500円」に改める。

附則

1 乙の規則は、令和 2年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、令和 2年4月1日以後の介護を受けている期間に係る介護補償の額について適用し、

同日前の介護を受けていた期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

金沢市消防団規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 2年 3月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第45号

金沢市消防団規則の一部を改正する規則

金沢市消防団規則(平成3年規則第5号)の一部を次のように改正する。

別表第 2金沢市第一消防団の表中 11 1 I 2 I 7 I 

別表第2金沢市第三消防団の表中 I[

、
-マ」;
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4引 に改め、別表第2金沢市第二消防団の表中
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15| を
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240|を
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~ 
附則

この規則は、令和 2年4月 1日から施行する。

ー

l
 

。d 出 叫に改 め る。

金沢市市民カードの交付等に関する規則を廃止する規則をここに公布する。

令和 2年3月31日

金沢市長 山 野 之 義

⑨金沢市規則第46号

金沢市市民カードの交付等に関する規則を廃止する規則

金沢市市民カードの交付等に関する規則(平成8年規則第90号)は、廃止する。

附則

この規則は、令和 2年12月31日から施行する。

11 
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